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れに後続する休息期間を継続９時間以上とした場合も、当該一の運行終

了後には必ず継続 12 時間以上の休息期間を与える必要があります。 

 

３－６ 

 

（Ｑ）２日平均の運転時間の起算点は、次のいずれから計算すればよいので

しょうか。 

  ① 特定日の始業時刻の 24 時間前から 48 時間 

  ② 特定日の前日の始業時刻から 48 時間 

------------------------------------------------------------------- 

（Ａ）運転時間は、特定日を起算日として２日ごとに区切り、その２日間の

平均とすることが望ましいですが、特定日の最大運転時間が改善基準告

示に違反するか否かは、特定日（N日）の運転時間と特定日の前日（N－

１日）の運転時間との平均、特定日（N 日）の運転時間と特定日の翌日

（N＋１日）の運転時間との平均のいずれもが９時間を超えた場合、初め

て違反と判断されます。 

例えば、次の場合、設問の②のとおり、特定日の前日（N－１日）の始

業時刻の 10 時から起算して 48 時間、特定日（N日）の始業時刻の 11 時

から起算して 48 時間で１日当たりの運転時間の平均を計算し、いずれ

もが９時間を超えた場合、初めて改善基準告示違反と判断されます。 

 

 

 

 

 

３－７ （Ｑ）連続運転時間について、４時間以内に「運転の中断」が 30 分を経過し

た時点で、時間の計算がリセットされ、新たな連続運転時間が開始され

るということでしょうか。 

------------------------------------------------------------------- 

（Ａ）連続運転時間は、４時間以内に「運転の中断」が合計 30 分を経過した

時点で時間の計算がリセットされ、新たな連続運転時間が開始されるこ

ととなります。 

 

例：特定日の前日（N－１日）が 10 時始業、特定日（N 日）が 11 時始業の場合 

N日 
特定日の前日の始業時刻（10 時）から起算して 48 時間 

N日 
特定日の始業時刻（11 時）から起算して 48 時間 



32 
 

３－８ 

 

（Ｑ）連続運転時間には、次の場合も、カウントするのでしょうか。 

①  渋滞中にアイドリングストップでエンジンが停止した場合 

② サービスエリアなどの駐車の順番待ちのため、走行、停車を繰り返

し、少しずつ前に進む場合 

------------------------------------------------------------------- 

（Ａ）連続運転時間とは、トラック運転者が連続して運転している時間であ

り、「運転の中断」に該当しない一時的な停車時間は連続運転時間となり

ます。したがって、例えば、設問の①②の場合における停車時間は、あ

くまで走行中に一時的に停車している状態に過ぎず、すぐに車両を動か

さなければならない状態のため、連続運転時間となります。 

 

３－９ 

 

（Ｑ）「運転の中断」は、「原則として休憩」とありますが、 

① 休憩以外の中断（荷積み・荷卸し、荷待ち等）は認められないので

しょうか。 

② 休憩は、法第 34 条、就業規則において定める休憩とは別に与える

必要があるのでしょうか。 

③ 「原則として休憩」とは、一の連続運転時間につき、休憩が全くとれ

ていなくても、１か月当たり全体で見ると休憩がおおむね与えられて

いる場合には違反とはならないのでしょうか。 

------------------------------------------------------------------- 

（Ａ） 

① 「運転の中断」については、トラック運転者が運転の中断時に荷積

み・荷卸し等の作業に従事することにより、十分な休憩が確保されな

い実態があるといったことを踏まえ、新告示において、運転の中断時

には「原則として休憩」を与えるものとしました。 

したがって、運転の中断時に休憩を与えることができない実態にあ

る場合には、運行計画を見直すこと等により、適切に休憩を与えるよ

うにすることが使用者には要請されます。他方、業務の実態等を踏ま

え、短期的には見直しが難しい等の特段の事情がある場合には、運転

の中断時に必ず休憩を与えなければならないものではなく、例えば、

荷積み・荷卸しや荷待ちを行ったとしても、改善基準告示違反となる

ものではありません。 

② 運転の中断時に休憩を与える場合は、当該休憩を法第 34 条の休憩時

間に含めるか、別途休憩を与えるかは、事業場で定めるべき事項とな

ります。事業場の勤務実態等に応じ、労使でよく話し合った上で、就

業規則等で定めるようにしてください。ただし、使用者においては、

法第 34 条の休憩時間（労働時間が６時間を超える場合は少なくとも
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45 分、８時間を超える場合は少なくとも１時間）を運転の中断時に休

憩を与えるか否かにかかわらず適切に与える必要がありますので御留

意ください。 

③ 「原則として休憩」を与えているかどうかについて、「１か月単位」

等の一定の期間で判断するといった定めはありません。他方、例えば、

「運転の中断」時に特段の事情なく休憩が全く確保されないような１

か月間の運行計画を作成することは、「原則として休憩を与える」もの

とは当然に認められないため、使用者においては、中断時に適切に休

憩が確保されるような運行計画を作成することが要請されます。 

 

３－10 

 

（Ｑ）「運転の中断」は、「１回おおむね連続 10 分以上、合計 30 分以上」と

し、「10 分未満の中断は３回以上連続しない」とありますが、 

① 例えば、「運転の中断」が、９分、９分、12 分で合計 30 分といった

中断も認められるのでしょうか。 

② 例えば、５分は「おおむね連続 10 分以上」となるのでしょうか。 

③ 例えば、道路の渋滞などにより、「運転の中断」が、９分、９分、９

分、３分となった場合、どの時点が「運転の中断」と認められないの

でしょうか。 

------------------------------------------------------------------- 

（Ａ）旧告示おいて、「運転の中断」の下限時間を「連続 10 分以上」として

いたところ、新告示において、これを「おおむね連続 10 分以上」とした

のは、デジタル式運行記録計により細かな時間管理が可能になる中で、

「運転の中断」の時間が「10 分」にわずかに満たないことをもって直ち

に改善基準告示違反とするのはトラック運転者の勤務実態等を踏まえ

たものではないという趣旨から見直したものです。「おおむね連続 10 分

以上」とは、「運転の中断」は原則 30 分以上とする趣旨であり、例えば

10 分未満の「運転の中断」が３回以上連続する等の場合は、「おおむね

連続 10 分以上」に該当しません。その上で、 

  ① 10 分に満たない「運転の中断」があることをもって直ちに改善基準

告示違反となるものではありません。 

  ② ５分は「おおむね連続 10 分以上」と乖離しているため、認められま

せん。 

③ 下図１列目の場合、３回目の９分の中断の時点で 10 分に満たない

「運転の中断」が３回以上連続しているため、認められません。した

がって、前半の２回の９分については「運転の中断」が認められます

が、３回目の９分は「運転の中断」とは認められません。この場合、

12 分の「運転の中断」を与える必要があります。 
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３－11 

 

 

 

 

 

（Ｑ）連続運転時間について、「サービスエリア等に駐停車できないことによ

り、やむを得ず４時間を超える場合、４時間 30 分まで延長可」とありま

すが、 

① 30 分延長をする場合の記録の方法について教えてください。 

② 「やむを得ず」とは何を指すのでしょうか。年末年始などの特定の

時期や、大雨等の特定の事象にかかわらず、サービスエリア等に駐停

車できない場合には 30 分延長できるということでしょうか。 

③ １日何回まで延長できるでしょうか。 

④ サービスエリア、パーキングエリア等は、高速道路にあるものに限

られますか。 
------------------------------------------------------------------- 

（Ａ） 

① デジタル式運行記録計の記録のほか、運転日報等における記録によ

ります。 

② 新告示第４条第１項第７号ただし書は、サービスエリア等で運転を

中断しようとしたものの、当該サービスエリア等が満車である等によ

り駐停車できない場合の取扱いを定めたものであり、駐停車できない

理由としては、サービスエリア等が満車である場合のほか、満車では

ないものの車種に応じた駐車スペースが満車である場合が考えられま

す。 

③ 延長できるのは、一の連続運転時間につき１回限りです。なお、当

該サービスエリアが常態的に混雑していることを知りながら、連続運

転時間が４時間となるような運行計画をあらかじめ作成することは、

当然に認められません。 

④ サービスエリア、パーキングエリア等には、コンビニエンスストア、

ガスステーション及び道の駅も含まれますが、これらの施設は高速道

路に限らず、一般国道などに併設されているものも対象となります。 
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３－12 

 

（Ｑ）宅配等小口集配業務に従事する自動車運転者については、連続運転時

間の規制を受けないのでしょうか。 

------------------------------------------------------------------- 

（Ａ）宅配等小口集配業務は、断続的に運転を中断して荷積み・荷卸しを繰

り返すため、一の連続運転時間（４時間）当たり、30 分の「運転の中断」

が与えられることが一般的と考えられますが、このような勤務実態にな

く、連続して運転を行う場合には、一の連続運転時間（４時間）当たり

30 分の「運転の中断」を与える必要があります。 

   また、新告示においては、運転の中断時に「原則として休憩」を与え

ることとされています。この取扱いについては、特に近・中距離の自動

車運転者について運転の中断時の休憩が確保されない実態があることを

踏まえたものであり、また、改善基準告示上も、特定の自動車運転者に

ついて連続運転時間の規制を適用除外する規定は設けられていないこと

から、宅配等小口集配業務に従事する自動車運転者についても連続運転

時間の規制は適用されます。 

 

３－13 

 

（Ｑ）トラック運転者等の休息期間は、当該トラック運転者等の住所地にお

ける休息期間がそれ以外の場所の休息期間より長くなるよう努めるも

のとありますが、どういう意味でしょうか。 

------------------------------------------------------------------- 

（Ａ）長距離貨物運送の場合、運行の中継地や目的地において休息期間を過

ごすことがありますが、休息期間の配分においてはトラック運転者の疲

労の蓄積を防ぐ観点から、当該運転者の住所地（生活の本拠地）におけ

る休息期間が、それ以外の場所における休息期間よりも長くなるよう努

める必要があります。 

 

３－14 （Ｑ）「予期し得ない事象への対応時間」について、具体的にどういった時間

が該当するか教えてください。 

------------------------------------------------------------------- 

（Ａ）「予期し得ない事象への対応時間」の取扱いは、自動車運転者が災害や

事故等の通常予期し得ない事象に遭遇し、運行が遅延した場合におい

て、その対応に要した時間についての１日の拘束時間、運転時間（２日

平均）及び連続運転時間の例外的な取扱いを定めたものです。 

「予期し得ない事象への対応時間」に該当するか否かの考え方は、そ

れぞれの事象に応じ、次のとおりです。 

 

① 運転中に乗務している車両が予期せず故障したこと 
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